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研究要旨 

 厚生労働省は平成４年度より、高度な合併症を有する結核患者又は入院を要する精神障害を

有する結核患者に対して、一般病床又は精神病床において収容治療する入院治療モデル事業を

実施しており、これまで多くの知見が蓄積されている。本研究はこれらの知見に加えて、国内

外において近年公表された新しいエビデンスを参照しながら、結核患者収容のための施設基準

を策定することを目的として実施した。ここでは感染管理上求められる建築・設備的な設えの

条件だけでなく、当該病床を効率的に管理運営するための条件についても考慮しながら、施設

基準として達成すべき項目を提示するものである。 
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Ａ．研究目的 

 本研究は、厚生労働省が平成４年度より実施

してきた結核患者の入院治療モデル事業1)によ

り蓄積された知見および近年の新しいエビデ

ンスに基づき、結核患者収容のための施設基準

を策定することを目的として実施した。上記モ

デル事業は、高度な合併症を有する結核患者又

は入院を要する精神障害を有する結核患者に

対して、一般病床又は精神病床において収容治

療するためのより適切な基準を策定するため

に、モデル的に感染防止上一定の要件を満たす

施設において、結核患者の入院治療を行う事業

であり、平成１６年４月１日時点ではモデル病

床利用施設は５４施設となっている。これらの

モデル事業の実施を経て近年では一般病床に

おいて結核患者を処遇する必要性も考えられ、

改めてその際に必要となる建築・設備的な条件

を整理したものである。また本研究においては

建築・設備的な設えの条件を整理するだけでな

くそれを運用する上での必要な項目に付いて

も整理をおこなっている。 

 

Ｂ．研究方法 
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１．国内外の文献収集 

結核患者収容のための施設基準とし

て定めるべき項目について、「Ｅ．文献」

に示すような感染症に関する国内外の

文献・指針・施設基準等において言及

されている事項を参照して整理し、各

分野の専門家からなる研究班会議（研

究方法の２）での検討用資料を作成し

た。 

２．研究班会議における各分野専門家からの

意見聴取 

感染管理に従事する医師および看護

師のほか、病院建築に造詣の深い建築

設計者、建築環境工学研究者等からな

る研究班を組織し、結核治療における

医療上および運用上の要件等について

意見交換し、施設基準で定める事項に

ついて検討を行った。 

３．国内現地視察 

モデル事業実施施設を現地視察し、

モデル病室を擁する病棟に勤務する看

護師や担当医師らにヒアリング調査を

実施することにより、実際の運用状況

等についての課題を検討した。 

 

Ｃ．結果 

【前提条件】本研究の目的は、排菌してい

る結核患者、あるいは結核菌の排菌が疑わ

れる患者に対して、結核病床ではなく一般

病床において対応することを想定した施

設基準を検討することである。ただし、多

剤耐性結核のように、非常に長期間の入院

が必要となる結核患者については、結核病

床を有する専門の医療機関において対応

すべきであるものとし、議論の対象外とし

た。 

 当該病室には、結核患者を収容しないと

きには、結核以外の疾患の患者を収容する

ことを想定している。従って施設基準の策

定にあたっては、感染管理の観点から求め

られる建築構造の性能に加えて、効率的な

病室運用を可能にすることを考慮して検

討を行った。 

 なお以下の推奨事項では、次のように表

現を使い分けている。 

・必須事項（・・・すること。・・・とす

る。・・・しなければならない。）：必須の

実施事項と判断される施設基準。 

・推奨事項（・・・が望ましい。）：できる

だけ実施してほしいが条件によっては実

施困難な場合も想定される施設基準。 

 

第１章．結核患者収容のための施設基準

（基本的推奨事項） 

○ 病室は特定区域内に集めて配置する

こと2)。 

一般病棟において結核患者収容の

ための病室を複数整備する際には、

当該病室群を特定区域に集めて配置

すること。これは、病棟内の他の（結

核でない）患者や病院職員等への結

核菌感染の危険を減らし、収容する

結核患者に対して適切な治療を提供

し、空調設備等に関する対策の導

入・維持を行う上で好都合なためで

ある※Ｄ１。 

 

○ 病室は個室であることが望ましい2) 4)。 

排菌状態の結核患者、あるいは結

核が疑われる患者は、隔離収容する
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必要がある。隔離室として多床室を

使用する場合には、結核患者を収容

している期間中、当該病室に一般患

者を収容することは不可能となるた

め、空床が生じて病棟全体の病床利

用率を低下させる。従って効率的な

病床利用を行うためには、当該病室

は個室であることが望ましい※Ｄ１。 

 

○ 病室は前室（病室に隣接し、当該病室

に外部から出入りする際に常に経由

する室をいう。）を有していること

が望ましい2) 4)。 

前室には、病室扉を開放する際に

廊下へ飛沫核が漏れる可能性を小さ

くする効果があるため、設置するこ

とが望ましい。ただし結核を合併し

た易感染患者を取り扱う場合には、

必ず前室を設けなければならない※

Ｄ２。 

室内空気の外部流出を防ぐために

は、前室は病室に対して陽圧に保つ

必要があるが、廊下と前室との気圧

差の関係は、建物の設計により異な

る。 

結核を合併した易感染患者を収容

する場合には、前室と廊下の間の空

気圧の関係を、換気システムに応じ

て変えてよい※Ｄ２。 

 

○ 他者への感染のリスクを下げるため

に、病室では適切な換気を行わなけ

ればならない※Ｄ３。 

病室内に浮遊する飛沫核を減らす

ために、当該病室の換気回数は、１

時間あたり 12 回以上とする2)。また

最小全風量（外気量）は１時間あた

り２回以上とする。 

 

○ 病室の空気圧が調整可能であること

2)。 

結核患者収容時の病室は、汚染空

気（飛沫核）が外部へ流出すること

がないよう、原則として外部に対し

て陰圧に保たなければならない※Ｄ４。

ただし易感染患者を収容する場合な

どは、陰圧ではなく陽圧で運用する

こともある※Ｄ２。 

結核患者を収容している期間中

は、病室と外部の空気圧を毎日点検

すること※Ｄ５。 

 

○ 病室または区域の空調設備は、全排気

方式とする2)。 

既存の建物において全排気方式

とすることが困難な場合には、再循

環方式（病室からの排気の一部を循

環させて給気の一部に用いる方式を

いう。）としてもよい。 

病室から排気する場合または空

気を再循環させる場合には、結核菌

を病室内に再流入させないために十

分な能力を有するフィルターを設置

すること2)。ここで十分な能力を有す

るフィルターとは、HEPAフィルター※

Ｄ６を指す。 
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熱交換器を使用する場合は、熱交

換器の汚染由来による取り入れ外気

の汚染を防ぐため、排気ルートにお

ける熱交換器上流側に HEPA フィル

ター設備を設置すること。 

病室内の空気吸込口は、一方向流

がつくりやすく、医療スタッフが患

者へ近づいて作業する際に支障のな

い位置（例えば患者ベッドの頭部付

近）に設ける。 

 

第２章．運用における留意点（基本的推奨

事項） 

○ 結核患者を収容している間は、当該病

室の窓を開けないこと。 

当該病室に出入りする職員およ

び結核患者本人に対して、結核感染

に関する正しい知識をよく説明し、

空気感染を防止する観点から結核患

者収容期間中には病室の窓を開けな

いよう指導すること。 

 

○ 病室または区域へ至る動線（エレベー

タ、廊下等）において、一般の患者

等との接触時間が短くなるようにす

ること1)。 

一般病棟内においては、結核患者

の動線を一般動線と完全に分離して

確保することは困難である。従って

結核患者が移動する際には、エレベ

ータや廊下等は利用者が少ない時間

帯に使用する等の、運用面での工夫

をすること。 

 

○ 診断治療の手技はできる限り当該病

室内で行うこと2)。 

結核患者が病室（区域）外に滞

在・通過する機会を少なくするため、

必要な処置等はなるべく病室内にて

行うようにする。 

 

○ 病室または区域内での長期間の隔離

を強いられる患者の療養環境に配慮

すること2)。 

病室内に電話・テレビ・ラジオ・

インターネット等の設備を備えるな

ど、なるべく病室外に出ないように

するための、患者に対する行動の動

機付けが有効である2)。 

 

○ 結核患者にはサージカルマスクを着

用させ、職員はＮ９５マスクを着用

して対応すること1)。 

病室内で実施できない検査など

のために、結核患者が病室（区域）

外へ出る場合には、サージカルマス

クを着用させて感染性飛沫の飛散を

防止する。また当該病室（区域）内

に職員や患者家族等が立ち入る場合

には、Ｎ９５マスクを着用して感染

を防御する1)。 

 

○ HEPAフィルターの適切な保守管理を

行うこと2)。 

差圧計の確認など、定期的な保守

点検を実施し、記録をつけること2)。 
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HEPAフィルターの保守点検は、適

切な訓練を受けた者のみが実施する

ようにすべきである。また保守点検

時の安全性を確保するために、汚染

空気が通過するフィルター収納部お

よび収納部に接続するダクトには、

「汚染空気」（または同様の警告）

という標識をはっきりと表示するこ

と2)。 

 

○ 院内感染対策委員会による運用の評

価を定期的に実施すること1)。 

院内感染対策委員会を設置し、結

核の院内感染対策についての指導・

監督、運用状況の評価を定期的に行

うこと。 

院内感染委員会においては、結核

の院内感染対策のために呼吸器疾患

の専門医の意見を求めることができ

るように、支援体制を構築しておく

ことが望ましい11)。 

 

Ｄ．結核患者収容のための施設基準に関する解

説 

Ｄ１．病室の構成と配置計画について 

一般病棟内に結核患者を収容する場合、

一般の（結核でない）他の患者と接触す

る機会をできるだけ少なくしなければな

らない。そのためには当該病室を病棟内

の特定区域に集めて配置するようにする。 

治療中の結核患者が病室（または特定

区域）外部に出る機会をなるべく減らす

ため、病室または区域内に、手洗い設備・

便所・浴室またはシャワー設備を設ける

こと。 

当該病室に結核患者を収容しない時に

は、一般の患者を収容することが想定さ

れるが、多床室では結核以外の患者を同

時収容することができないため、病床稼

働率を低下させることとなることから、

当該病室は個室とすることが望ましい。 

なお感染管理上の観点からは、薬剤耐

性パターンが同一である患者、あるいは、

有効な治療により感染性がきわめて減少

している患者の場合は、２名以上を同じ

病室（多床室）に収容することができる

ものとされている2)。治療歴や接触歴から

薬剤耐性が疑われる患者は再感染の感染

源となる可能性があり、また、エイズな

どを合併し易感染性状態にある患者は再

感染の被感染者となる恐れがあるので、

これらの患者については、薬剤耐性パタ

ーンが判明するまで、多床室で対応する

ことは避け、個室に収容して対応する必

要がある。 

 

Ｄ２．前室付き病室について 

前室は必ず設けなければならないもの

ではないが、病室への出入り時に扉を開

放する際、廊下へ飛沫核が漏れる可能性

を少なくする効果がある。 

ＣＤＣのガイドライン10)では、空気感

染性疾患（この場合は結核）を有する易

感染患者を収容する病室の要件として、

新築および改築の場合には前室を設ける

よう勧告しているが、既存の施設の場合

- 5 - 



は、前室の代替案として可搬式HEPAフィ

ルターユニットの使用を認めている。 

 前室付き病室における空気の流れにつ

いて示したのが図１のａ～ｃである9)。ａ

は空気感染性疾患の患者が入室したとき

の空気の流れ、ｂは空気感染性疾患を合

併した易感染患者が入室し陰圧室とする

場合の空気の流れ、ｃは空気感染性疾患

を合併した易感染患者が入室し陽圧室と

する場合の空気の流れをそれぞれ示す。

ｂでは病室へ入るための個人用防御具を

着用するのは前室内でよいが、ｃでは前

室ではなく廊下で着用する必要がある。

個人用防御具をどこで着用するのかによ

って、ｂとｃとに分けられる。

 

図１ 前室付き病室における空気の流れ（文献９の図を一部修正） 
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Ｄ３．病室の換気について 

病室の換気設備は独立のものとするこ

と。また排出した空気が再取り込みされ

ないよう、排気口は建物の吸気口や病室

窓から離すこと1)。 

給気装置が停止した場合には、給気ダ

クトへ汚染空気が逆流する危険性がある。

これを防ぐために、逆流防止用ダンパー

や HEPA フィルターを設置するなどの対

策を講じること。 

 

Ｄ４．病室の陰圧状態の保持について 

 結核患者収容時の病室は、汚染空気（飛

沫核）が外部へ流出することがないよう、

原則として外部に対して陰圧に保たなけ

ればならない。病室と病室外部との空気

圧の差は、近年の知見によると 2.5Pa程

度に設定するものとされている3)。 

病室を陰圧状態に保つためには、扉は

出入り時以外閉めておくこと。そのため

には病室の扉を自閉式とすることが有効

である。陰圧状態の維持を容易にするた

め、病室の開口部（窓や電気，配管の出

入口）はできる限りふさぐこと。ただし

病室を完全な気密状態とするのではなく、

病室扉の下部に陰圧状態を維持するため

の空気流の通路となる僅かな隙間を確保

すること2)。 

圧力差の状態の確認は、煙管または差

圧計等によって行うこと。なお煙管の代

用として、ベビーパウダー等を用いて空

気流の状況を確認する方法も有効である。 

 差圧計によって陰圧の確認を行う場合、

差圧計の動作確認および点検を定期的に

実施すること。差圧計はその位置によっ

て計測値が変わることから、設置に際し

ては別添図を参考にすること。 

 

Ｄ５．陰圧状態の確認方法について 

 結核患者を収容している期間中は、当

該病室の陰圧制御の状態について、煙管

または差圧計等により毎日確認する必要

がある。 

 煙管により計測する場合、病室ドアの

下端近くにドアから２インチ（約５セン

チ）ほど離して煙管を保ち、ゴム球を静

かに圧迫して少量の煙を放出させる（図

２）。煙管はドアと平行に保ち、管から出

る煙の速度が、空気流の速度を上回らな

いようゆっくりと煙を押し出す。病室が

陰圧であれば煙はドアの下部から室内へ

と吸い込まれ、陰圧でなければ煙は病室

の外側へ吹きやられるので、目視により

煙の流れを確認することができる。なお

煙管の代用として、ベビーパウダー等を

用いて空気流の状況を確認する方法も有

効である。 

 差圧計により計測する場合、ドア中央

部では陰圧であるがドア下部では陽圧と

なるなど、計測値は計測する位置により

異なるので、図２のように空気流に近い

場所、すなわち病室のドア下部にて計測

するようにする2)。 このような場所に差

圧計を設置することが不可能な場合には、

空気が流れる場所と差圧計の感圧部分が

ある場所とが同じ陰圧状態であることを

確認する必要がある。 
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図２ 陰圧状態を確認する際の煙管・差圧計の位置2)

 

 

Ｄ６．HEPA フィルター（high efficiency 

particulate air filter）について 

 使い捨ての乾式タイプのフィルター。

固定した枠の中に入っており、0.3μm エ

アゾル粒子を 99.97％捕集する能力を有

する。フィルターの圧力低下は 1.0 イン

チ（2.54cm）水柱以下であること。試験

粒子としては、これまで DOP(dioctyl 

phthalate)が用いられてきたが、人体へ

の有害性が指摘され、安全性の再評価を

行って段階にある。今日では代替試験粒

子として POA(poly alpha olefin)が用い

られている。 

HEPAフィルターの性能を維持するため、

前置フィルターを設置して運用すること

が望ましい2)。 

 HEPA フィルターのメンテナンスにおい

て、特別な消毒は不要である。消毒のた

めにホルマリン薫蒸を行っている事例が

あるが、ホルマリンは毒性があり洗浄作

業は危険を伴うため、ホルマリン薫蒸は

不要である。HEPA フィルターを交換する

際は、はずした HEPA フィルターは確実に

密閉してから廃棄手続きを行う。 

 

Ｄ７．UVGI（ultraviolet germicidal 

irradiation、紫外線殺菌照射）について 

付加的な殺菌装置として UVGI（紫外線

殺菌照射）を利用してもよいが、UVGI の

有効性は十分に評価されていないため、

補助的手段として用いるにとどめ、HEPA

フィルターの代用として用いてはならな

い。結核菌は飛沫核単体ではなくホコリ

に付いた状態で浮遊しているため、照射

の際に影が出来ることもあり、紫外線照
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射が確実に結核菌を殺菌するかどうかは

不確実であることにも留意すべきである。 

付加的な殺菌装置として UVGI を用い

る場合には、紫外線を a)部屋の上部の空

気にあてる、b)配管を通る空気にあてる、

等の方法がある。 

補助的手段として UVGI を用いる際に

は、紫外線放射レベルの測定と維持管理

記録をつける等、適切な保守管理を行う

こと。 

紫外線管の点検・清掃を定期的に実施

し、記録をつけること。またランプ交換

のスケジュールを明示すること。 
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